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時
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山

田

雄

司

【
要
約
】
　
国
家
の
宗
廟
た
る
伊
勢
神
宮
で
は
、
災
異
が
発
生
し
た
際
に
は
、
朝
幕
か
ら
祈
薦
命
令
が
出
さ
れ
て
祈
蒋
が
行
わ
れ
た
。
九
世
紀
に
怪
異
に
対

す
る
国
家
の
対
処
方
法
が
確
立
さ
れ
て
以
降
室
町
時
代
ま
で
は
、
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
境
内
の
木
が
倒
れ
た
り
、
社
殿
の
千
木
が
折
れ
た
り
屋
根
が
崩
落

し
た
り
す
る
と
、
そ
れ
は
怪
異
と
み
な
さ
れ
て
朝
廷
に
報
告
さ
れ
た
。
そ
し
て
朝
廷
で
は
軒
廊
御
ト
を
行
っ
て
怪
異
の
原
因
が
追
及
さ
れ
、
奉
幣
な
ど
の

対
応
が
な
さ
れ
た
。
神
社
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
社
殿
が
整
っ
て
い
て
清
浄
な
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
祭
祀
が
決
め
ら
れ
た
と
お
り
に
挙
行
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ミ
は
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ゆ
え
に
怪
異
・
災
害
と
遷
宮
は
連
動
し
て
お
り
、
中
世
の
伊
勢
神
宮
で
は
仮
殿
遷
宮
が
頻
繁

に
行
わ
れ
た
。
中
世
社
会
に
お
い
て
は
、
災
害
は
単
な
る
自
然
現
象
で
は
な
く
、
カ
ミ
の
意
思
の
あ
わ
わ
れ
で
あ
っ
て
、
カ
ミ
の
意
思
を
推
し
量
っ
て
災

害
を
鎮
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
六
巻
一
号
　
二
〇
＝
二
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
日
本
歴
史
上
ど
の
よ
う
な
天
変
地
異
が
発
生
し
た
の
か
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
理
科
系
の
分
野
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
災
害
を
年
表
と
し
て
提
示
し
、
そ
こ
に
史
料
を
掲
げ
る
と
い
う
体
裁
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
耐
究

に
よ
っ
て
は
地
震
・
津
波
・
風
水
害
・
旱
越
・
疫
病
と
い
っ
た
災
害
に
関
す
る
基
本
的
デ
ー
タ
が
確
定
さ
れ
、
個
別
の
事
項
も
容
易
に
検
索
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
付
け
加
え
、
近
年
は
文
化
系
学
問
か
ら
も
災
害
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
単
に
災
害
の
日
時
や
被
害
状
況
だ
け
で
な
く
、
そ
の
際
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に
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
危
機
的
状
況
を
克
服
し
て
き
た
の
か
、
当
時
災
害
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
環
境
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

題
と
関
連
づ
け
て
の
研
究
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
さ
ら
に
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
十
～
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
以
降
は
災
害
に
関
す
る
認
識
が
よ
り
～
層
深
ま
り
、
歴
史
学
と
し
て
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

災
害
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
災
害
時
に
は
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
水
野
章
二
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
分
け
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
④

二
つ
に
分
類
で
き
よ
う
。
ひ
と
つ
は
被
害
に
対
す
る
現
実
的
対
応
で
あ
る
「
社
会
的
対
応
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
宗
教
の
力
に
よ
っ
て
災

害
を
く
い
止
め
よ
う
と
す
る
「
宗
教
的
対
応
」
で
あ
る
。
社
会
的
対
応
に
は
、
堤
防
修
理
・
灌
概
用
水
な
ど
の
施
設
の
整
備
や
、
田
堵
・
荘
園

領
主
・
国
家
に
よ
る
災
害
復
旧
、
新
し
い
品
種
の
開
発
や
水
田
の
開
発
な
ど
が
あ
る
。
宗
教
的
対
応
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
応
じ
た

災
難
除
け
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
。
儒
教
で
は
、
大
赦
・
賑
給
・
改
元
と
い
っ
た
儀
礼
が
、
仏
教
で
は
、
大
般
若
経
・
仁
王
経
・
金
剛
般
若
経
な

ど
諸
経
典
の
書
写
・
読
訥
や
造
仏
が
、
神
道
で
は
亀
卜
、
奉
幣
・
祈
濤
、
神
社
整
備
と
い
っ
た
対
応
が
、
陰
陽
道
で
は
天
文
密
奏
、
式
占
、
解

謝
・
鎮
祭
と
い
っ
た
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。

　
私
の
関
心
は
宗
教
的
対
応
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
代
人
と
は
違
っ
て
中
世
の
人
々
が
宗
教
的
対
応
に
非
常
に
関
心
を
払
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
世
人
の
意
識
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
な
か
で
も
、
神
道
的
対
応
、

と
り
わ
け
具
体
的
事
例
と
し
て
、
室
町
時
代
の
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
災
異
が
発
生
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
対
応
が
と
ら
れ
た
の
か
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
ま
た
災
異
の
中
で
も
地
震
が
も
っ
と
も
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
の
で
、
地
震
に
つ
い
て
の
考
察
を
中
心
に
行
っ
て

い
く
。

　
伊
勢
神
宮
は
国
家
の
宗
廟
で
あ
り
、
獣
身
が
発
生
し
た
際
に
は
、
朝
幕
か
ら
祈
薦
命
令
が
出
さ
れ
て
廿
里
が
行
わ
れ
た
。
伊
勢
神
宮
で
行
わ

れ
た
祈
薦
の
事
例
を
見
て
み
る
と
、
天
皇
不
予
、
彗
星
・
客
星
・
星
合
・
三
合
・
天
変
、
罧
雨
に
よ
る
止
雨
・
筆
墨
に
よ
る
祈
雨
、
大
耳
、
火

事
・
疫
病
・
怪
異
・
物
怪
、
群
盗
鎮
定
・
海
賊
平
定
・
兵
乱
鎮
定
、
内
裏
触
繊
・
内
裏
焼
亡
祈
謝
、
触
械
、
甲
子
・
辛
酉
御
祈
、
内
裏
造
営
、
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⑤

天
皇
即
位
、
行
幸
・
行
啓
、
竜
宮
御
産
、
詩
評
な
ど
の
と
き
に
祈
薦
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

怪
異
・
災
害
と
遷
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

①
代
表
的
な
著
作
と
し
て
、
小
鹿
島
果
編
明
日
本
災
異
志
輪
（
五
月
書
房
、
｝
九

　
八
二
年
、
初
刊
一
入
九
三
年
）
、
東
京
大
学
地
震
研
究
所
編
『
新
収
　
日
本
地
震

　
史
料
輪
（
東
京
大
学
地
震
研
究
所
、
一
九
八
一
1
～
九
九
四
年
）
、
宇
佐
美
龍
夫

　
『
新
編
　
日
本
被
害
地
震
総
覧
㎞
（
東
京
大
学
出
版
会
、
【
九
八
七
年
半
、
権
藤
成

　
卿
『
日
本
震
災
凶
饅
孜
㎞
（
文
芸
春
秋
、
［
九
三
二
年
）
、
東
京
府
社
会
課
編
『
B

　
本
の
天
災
・
地
変
騙
上
下
（
原
書
房
、
一
九
七
六
年
、
初
刊
一
九
三
八
年
）
、
池

　
田
正
一
郎
『
日
本
的
変
通
志
』
（
新
人
飯
豊
来
社
、
二
〇
〇
四
年
）
、
藤
木
久
志
編

　
兜
日
本
中
世
気
象
災
害
史
年
表
稿
』
（
高
志
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
の
ほ
か
、
イ

　
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索
で
き
る
古
代
中
世
地
震
史
料
研
究
藩
閥
［
古
代
・
中
世
］

　
地
震
・
憤
火
史
料
デ
ー
タ
ベ
…
ス
』
馨
6
＼
＼
ω
舞
Ω
冨
．
Φ
◎
．
ω
臣
N
自
。
貯
ρ
ρ
o
な
＼
Φ
菖
。
①
＼

　
も
作
成
さ
れ
、
歴
史
上
ど
の
よ
う
な
災
害
が
発
生
し
た
の
か
、
便
利
に
検
索
で
き

　
る
よ
う
に
な
っ
た
。

②
笹
本
正
治
『
世
世
の
災
害
予
兆
』
（
吉
日
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
目
、
北
原
糸
子

　
欄
地
震
の
社
会
史
㎞
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
藤
木
久
志
隅
飢
餓
と

　
戦
争
の
戦
国
を
行
く
輪
（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
年
）
、
峰
岸
純
夫
『
中
世
災

　
害
・
戦
乱
の
社
会
史
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
儲
藤
和
明
『
地
震
と
噴

　
火
の
日
本
史
㎞
（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
二
年
）
、
下
由
覚
「
災
害
と
復
旧
」
（
上
原

怪
異
・
災
害
と
遷
宮

そ
れ
で
は
ま
ず
、
伊
勢
神
宮
で
発
生
し
た

　
莫
人
・
白
石
太
一
郎
・
吉
川
真
司
・
吉
村
武
彦
編
『
列
島
の
古
代
史
一
ひ
と
・

　
も
の
・
こ
と
1
2
暮
ら
し
と
生
業
㎞
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
、
北
原
糸
子

　
編
出
日
本
災
害
史
幅
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
掛
な
ど
。
ま
た
、
私
ど
も
三

　
重
大
学
人
文
学
部
考
古
学
・
B
本
史
研
究
室
で
も
山
中
掘
立
噸
伊
勢
湾
岸
地
震
履

　
歴
の
総
合
的
研
究
㎞
（
三
重
大
学
人
文
学
部
、
二
〇
＝
一
年
）
を
刊
行
し
、
三
重

　
大
学
構
内
の
鬼
が
塩
麗
遺
跡
に
見
ら
れ
る
地
震
の
痕
跡
や
古
代
か
ら
近
世
に
お
け

　
る
伊
勢
湾
岸
地
震
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
、
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

③
北
村
優
季
『
平
安
京
の
災
害
白
丁
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
、
歴
史
学
研

　
究
措
置
『
災
害
・
核
災
害
の
時
代
と
歴
史
学
臨
（
青
木
書
店
、
二
〇
　
二
年
）
、
保

　
立
道
久
㎎
歴
史
の
な
か
の
大
地
動
乱
－
奈
良
・
平
安
の
地
震
と
天
皇
一
』

　
（
岩
波
新
書
、
二
〇
　
二
年
）
、
吉
越
昭
久
・
片
平
博
文
編
『
京
都
の
歴
史
災
害
』

　
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
、
畑
中
章
宏
『
災
害
と
妖
怪
－
窪
田
国
男
と

　
歩
く
日
本
の
天
変
地
異
1
』
（
亜
紀
轡
房
、
二
〇
＝
一
年
）
な
ど
。

④
水
野
章
二
「
中
世
の
災
害
扁
（
北
原
糸
子
編
『
日
本
災
害
史
』
吉
川
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
六
年
）
。

⑤
神
宮
司
魔
編
欄
神
宮
史
年
表
㎞
（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
り
検
索

　
し
た
。

　
伊
勢
神
宮
が
他
の
神
社
と
比
し
て
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
は
、
国
家
に
よ
る
費
用
給
付
に
よ
り
二
十
年
に
一
度
社
殿
を
建
て
替
え
る
式
年
遷

宮
と
い
う
制
度
が
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
り
、
社
殿
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
は
怪
異
と
し
て
国
家
に
報
告
さ
れ
て
対
応
が
求
め
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
数
あ
る
神
社
の
中
で
も
、
伊
勢
神
宮
は
国
家
の
宗
廟
で
あ
り
、
皇
祖
神
を
祭
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
王
権
と
最
も
密
接
に
関
係
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①

し
た
神
社
で
あ
る
の
で
、
怪
異
の
発
生
に
は
と
り
わ
け
注
意
が
払
わ
れ
た
。
外
宮
権
祢
宜
出
口
延
佳
の
『
伊
勢
太
神
宮
神
異
記
輪
で
は
、
「
伊

勢
両
太
神
宮
に
は
、
巫
蜆
の
妖
術
奇
怪
を
さ
く
る
事
、
神
書
分
明
な
れ
ど
も
、
日
本
第
～
の
宗
廟
な
れ
ば
、
霊
験
不
思
議
な
き
に
し
も
あ
ら

ず
」
と
し
て
、
古
代
よ
り
近
世
に
至
る
神
筥
で
起
き
た
神
変
奇
瑞
を
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ま
た
、
十
三
世
紀
末
に
外
宮
祢
宜
度
会
行
忠
の
著
し
た
『
古
老
口
実
伝
』
に
は
、
「
神
宮
怪
異
ノ
事
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
殿
舎
ノ
上
鷺
鶏
ノ
思
事
、
飛
蟻
、
蜂
ノ
房
、
無
名
虫
、
古
木
顛
倒
井
別
枝
誓
事
、
置
注
進
之
処
、
被
レ
行
二
御
護
国
下
二
念
謝
ノ
　
宣
旨
↓
仰
二
諸
社
司
等
↓
御
祈

　
禧
之
間
、
神
宮
為
レ
吉
也
。
近
代
依
レ
無
二
奏
聞
ハ
不
レ
被
二
一
謝
↓
因
レ
蕪
神
宮
為
レ
国
司
由
、
雅
継
光
胤
神
主
等
申
レ
之
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
社
殿
の
上
に
鷺
や
鶏
が
居
し
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
、
羽
蟻
・
蜂
の
巣
・
名
の
知
ら
ぬ
虫
が
発
生
す
る
と
い
っ
た
生
物
の

発
生
や
古
木
の
顛
倒
、
落
枝
と
い
っ
た
こ
と
も
怪
異
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
朝
廷
に
注
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
う
け

て
祈
薦
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
吉
に
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
は
奏
聞
が
な
さ
れ
ず
、
よ
っ
て
祈
薦
も
行
わ
れ
な
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

め
、
神
宮
に
と
っ
て
は
凶
で
あ
る
と
の
祢
宜
の
弁
を
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
一
方
、
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
は
、
『
延
喜
式
』
伊
勢
大
神
宮
に
、

　
凡
大
神
宮
、
廿
年
一
度
、
造
二
替
正
殿
宝
殿
及
三
猿
殿
↓
齢
製
靴
汲
早
漏
鯨
鰍
皆
採
二
新
興
一
構
造
、
自
外
諸
院
新
旧
通
用
、
魏
罐
煙
麗
二
築
其
旧
宮
神
宝
、

　
遷
【
収
新
籔

と
あ
る
よ
う
に
、
七
世
紀
末
よ
り
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
「
二
十
年
に
一
度
」
の
社
殿
造
替
は
、
国
家
的
事
業
と
し
て
執
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

行
わ
れ
て
き
た
。
貞
治
二
年
（
；
エ
ハ
三
）
皇
大
神
宮
権
祢
宜
興
兼
が
編
纂
し
た
『
遷
宮
例
文
』
に
、
「
三
年
二
一
度
之
造
替
遷
宮
ハ
、
皇
家
第

一
重
事
、
神
宮
無
双
大
営
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
遷
宮
を
行
う
こ
と
は
何
に
も
増
し
て
重
要
な
儀
式
で
あ
り
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
た
ゆ
み
な

い
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　
正
殿
は
百
年
経
っ
て
も
朽
損
し
な
い
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
途
中
で
顛
倒
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
奇
怪
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

後
に
神
の
意
志
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
春
記
』
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
八
月
十
日
条
に
は
、
七
月
二
十
六
日
の
大
風
に
よ
り
外
宮
正
殿
が
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顛
倒
し
て
仮
殿
遷
宮
を
行
っ
た
際
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

　
御
殿
宮
柱
二
本
径
三
尺
許
六
七
尺
許
所
二
掘
立
一
也
、
錐
レ
経
二
百
年
｝
不
レ
可
用
朽
損
↓
何
況
於
二
廿
年
一
顛
覆
論
理
、
太
以
為
レ
奇
、

　
し
か
し
、
室
町
時
代
の
伊
勢
神
宮
は
、
朝
廷
や
幕
府
に
よ
る
役
夫
工
米
に
よ
る
資
金
調
達
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
二
十
年
に
一

度
」
の
式
年
式
月
式
日
が
守
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
社
殿
が
朽
損
す
る
と
御
神
体
を
仮
殿
に
遷
し
て
そ
の
間
に
修
復
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
う
仮
殿
遷
富
を
行
う
こ
と
に
よ
り
し
の
い
だ
。
仮
殿
遷
宮
は
十
世
紀
に
な
る
と
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
崇
敬
心
が
高
ま

っ
た
か
ら
と
か
、
技
術
が
衰
え
た
と
か
、
よ
い
用
材
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
二
十
年
を
待
た
ず
に
朽
ち
て
し
ま
う
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
等
の
理
由
で
は
な
く
、
怪
異
や
ケ
ガ
レ
意
識
の
高
ま
り
と
関
連
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
⑧

　
『
続
日
本
後
面
騙
承
和
三
年
（
八
三
六
）
罪
質
（
十
一
日
）
条
で
、
九
月
九
日
の
宮
申
の
臓
に
よ
っ
て
神
嘗
祭
の
幣
吊
奉
献
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
、
十
一
日
に
伊
勢
大
神
宮
に
使
い
を
遣
わ
し
て
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
稼
に
よ
る
神
事
中
止
の
初
見
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
続
日

本
後
紀
螂
承
和
八
年
（
八
四
～
）
六
月
辛
酉
（
二
十
二
日
）
に
は
、
肥
後
国
阿
蘇
郡
神
霊
池
が
枯
渇
し
、
さ
ら
に
は
伊
豆
国
の
地
震
の
変
の
た
め

に
ト
い
を
行
う
と
、
皐
疫
及
び
兵
事
の
こ
と
あ
る
べ
し
と
の
占
断
が
な
さ
れ
、
こ
の
ほ
か
に
も
物
悟
が
多
く
、
そ
の
た
め
使
い
を
遣
わ
し
て
伊

勢
大
神
に
祝
詞
奏
上
・
奉
幣
し
、
賀
茂
御
祖
社
に
も
使
い
が
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
仁
明
朝
に
な
る
と
呪
術
的
観
念
が
拡
大
し
、
そ
れ
と
と
も
に
神
社
で
は
清
浄
性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
災
異
の
原
因
を
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
に
よ
り
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
社
に
奉
幣
す
る
と
い
う
怪
異
の
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
た
。

　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
七
月
辛
亥
（
十
九
臼
）
に
は
、

　
頃
者
炎
旱
渉
旬
、
秋
稼
焦
枯
、
訥
諸
卜
箆
、
伊
勢
八
幡
等
大
神
為
レ
崇
、
命
二
神
祇
伯
大
中
臣
朝
臣
淵
魚
【
祈
蒋
焉
、

の
よ
う
に
、
炎
旱
が
続
い
て
薬
鍋
が
枯
れ
た
こ
と
の
原
因
を
ト
笠
に
よ
り
求
め
た
と
こ
ろ
、
伊
勢
・
八
幡
の
載
り
と
出
た
た
め
に
祈
濤
を
命
じ

た
旨
記
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
は
、
『
続
日
本
後
紀
嚇
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
八
月
五
日
に
の
せ
る
決
定
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

46 （46）



室町時代の災害と伊勢神宮（山田）

　
　
（
嵯
峨
）

　
　
先
帝
民
謡
日
、
世
間
当
事
、
毎
レ
有
二
物
粧
↓
寄
一
憩
一
先
霊
↓
是
甚
無
レ
日
電
者
、
今
随
レ
有
二
物
悟
↓
令
二
所
司
卜
笠
↓
先
霊
垂
衣
明
二
予
言
兆
↓
臣
等
擬
レ
信
、

　
則
件
二
遺
諾
年
賦
↓
不
レ
用
則
忍
こ
当
代
鶏
群
↓
進
退
豊
町
、
未
レ
知
二
何
従
ハ
（
中
略
）
丁
半
所
レ
告
、
不
レ
可
レ
不
レ
信
、
（
中
略
）
朝
議
従
レ
之
、

　
嵯
峨
天
皇
は
遺
誠
で
、
崇
り
の
原
因
を
先
霊
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
藤
原
良
房
は
ト
笠
に
よ
っ
て
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

先
霊
の
翻
り
で
あ
る
と
い
う
結
果
が
謁
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
「
弁
当
の
告
ぐ
る
所
、
信
じ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
意
見
に
「
朝
議
之
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ふ
扁
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
ト
占
の
存
在
が
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
光
仁
天
皇
以
降
、
特
に
仁
明
天
皇
の
代
に
な
っ
て
、
災
異
の
原
因
を
特
定
の
神
霊
の
起
り
と
み
る
理
解
が
急
増
す
る
が
、
承
和
十
一
年
の
こ

の
決
定
は
、
怪
異
の
裏
に
あ
る
神
霊
の
崇
り
の
存
在
を
公
に
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
守
護
を
願
う
奉
幣
先
だ
っ
た
神
社
や
天
皇
陵
が
、

自
ら
崇
り
を
生
み
出
す
存
在
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
大
神
宮
叢
書
『
神
宮
参
拝
記
大
成
㎞
。
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
成
立
。

②
『
神
道
大
系
』
論
説
編
五
伊
勢
神
道
（
上
）
。
度
会
行
忠
が
豊
海
大
神
宮
二
祢
宜

　
在
任
中
に
撰
述
し
た
も
の
で
、
正
安
元
年
（
＝
一
九
九
）
九
月
以
降
、
同
二
年
六

　
月
ま
で
の
間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。

③
山
田
雄
司
「
室
町
時
代
伊
勢
神
宮
の
怪
異
」
（
『
神
道
史
研
究
』
五
四
一
～
、
二

　
〇
〇
六
年
目
。

④
虎
尾
俊
哉
編
『
延
皆
式
』
〈
訳
注
臼
本
史
料
〉
（
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

⑤
神
宮
司
三
編
『
神
宮
遷
下
記
』
第
二
巻
（
神
宮
式
年
造
営
庁
、
～
九
九
二
年
）
。

⑥
魍
春
記
㎏
〈
増
補
史
料
大
成
〉
（
臨
川
書
店
、
一
九
八
九
年
）
。

⑦
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
純
一
「
中
世
に
お
け
る
神
富
仮
殿
遷
宮
」
上
下

　
（
『
大
倉
山
論
集
徳
二
七
・
二
上
、
　
九
九
〇
年
〉
、
山
内
宏
之
「
中
世
遷
宮
に
み

　
る
伊
勢
神
宮
の
構
造
」
（
『
一
二
重
大
史
学
』
六
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

⑧
㎎
続
日
本
後
紀
㎞
〈
新
訂
増
補
国
史
大
系
〉
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）
。

⑨
小
坂
真
工
門
九
世
紀
段
階
の
怪
異
変
質
に
み
る
陰
陽
道
成
立
の
～
側
面
駄
（
竹

　
内
理
三
編
『
古
代
天
皇
制
と
社
会
構
造
葱
校
倉
書
房
、
一
九
八
○
年
）
。

⑩
山
下
克
明
「
災
害
・
怪
異
と
天
白
巖
（
網
野
善
彦
・
樺
山
紘
丁
宮
田
登
・
安

　
丸
良
夫
・
山
本
幸
罵
編
『
岩
波
講
座
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
第
8
巻
コ
ス
モ
ロ

　
ジ
ー
と
身
体
撫
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
）
。
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宮
年
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室町時代の災害と伊勢神宮（tLI　ff＞
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室町時代の災害と伊勢神宮（山田）
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室町時代の災害と伊勢神富（山田）
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九

昭
和
四
・
一
〇
・
五

式
　
　
年

20

一
九
四
二

昭
和
一
七
よ
○
・
二

仮
　
　
殿

一
九
四
〇

昭
和
一
五
・
九
・
二
六

仮
　
　
殿

59

～
九
五
三

昭
和
二
八
・
｝
○
・
二

式
　
　
年

24

一
九
五
三

昭
和
二
八
・
一
〇
・
五

式
　
　
年

24

60

一
九
七
三

昭
和
四
八
⊥
○
・
二

式
　
　
年

20

一
九
七
三

昭
和
四
八
・
一
〇
・
五

式
　
　
年

20

61

｝
九
九
三

平
成
五
・
一
〇
・
二

式
　
　
年

20

一
九
九
三

平
成
五
・
一
〇
・
五

式
　
　
年

20
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鎌
田
純
｝
「
中
世
に
お
け
る
神
宮
仮
殿
遷
窟
」
上
（
『
大
倉
凶
論
集
㎞
二
七
、
一
九
九
〇
年
〉
・
神
宮
司
庁
編
『
神
宮
史
年
表
㎞
（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
を
も
と
に
作
成
。

二
　
十
五
偉
紀
中
葉
の
神
宮
と
災
害

　
こ
う
し
た
あ
り
方
は
鎌
倉
時
代
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
が
、
次
に
式
年
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
十
五
世
紀
中
葉
の
状
況
を
検
討
し
、
伊
勢
神

宮
と
災
害
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
内
宮
で
は
永
享
三
年
（
～
四
一
三
）
十
二
月
十
八
日
に
、
外
筥
で
は
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
に
第
三

十
九
回
の
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
て
以
降
、
式
年
遷
宮
の
間
隔
が
大
幅
に
開
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
永
享
三
年
に
内
宮
で
行
わ
れ
た
式
年
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宮
は
異
例
な
遷
宮
で
あ
っ
た
。
『
覧
正
三
年
造
内
宮
記
㎏
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。



室町時代の災害と伊勢神宮（山田）

青
墨
享
三
轟
＋
二
月
着
意
遷
薯
書
使
置
頭
人
羅
離
籍
兼
挙
々
・
神
智
・
引
越
・
依
塾
鼻
暮
令
莚
引
書
寧
公
方
瘤

　
職
全
機
可
レ
奉
レ
成
二
遷
御
一
之
由
、
頻
錐
レ
被
二
終
年
↓
御
材
木
之
用
意
纏
也
、
価
頭
人
成
二
奉
書
一
近
所
軍
畑
頭
寺
領
之
山
森
林
、
不
レ
謂
門
並
稼
不
浄
之
在
所
「
伐

　
ノ
｛
千

　
採
、
俄
致
二
営
作
【
之
問
、
依
憎
悪
木
不
足
一
国
金
物
等
寸
法
不
二
符
合
↓
抑
僅
二
正
殿
一
宇
荒
祭
宮
正
殿
一
宇
被
一
一
造
進
ハ
野
外
者
無
工
柴
垣
之
一
重
哨
東
西
宝

　
殿
御
門
鳥
暦
殿
舎
御
倉
以
下
之
事
ハ
、
　
＝
隅
不
レ
及
二
沙
汰
一
驚
常
之
遷
宮
ヲ
被
レ
奉
レ
成
畢
、

　
永
享
三
年
の
内
宮
式
年
遷
宮
は
、
造
宮
使
と
頭
人
の
「
自
専
」
に
よ
っ
て
延
引
し
、
材
木
の
不
足
を
補
う
た
め
近
所
の
社
頭
・
寺
領
の
森
林

か
ら
汚
椴
不
浄
に
関
わ
ら
ず
伐
採
し
、
材
木
不
足
と
と
も
に
金
物
の
寸
法
も
合
わ
ず
、
正
殿
一
宇
と
北
祭
宮
正
殿
一
宇
の
み
を
造
進
す
る
「
非

常
の
遷
宮
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
う
し
た
中
、
永
享
十
～
年
（
一
四
三
九
）
二
月
に
は
は
や
く
も
内
宮
か
ら
仮
殿
遷
宮
の
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
『
文
安
二
年

　
　
　
　
　
　
③

内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
所
収
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
七
月
十
四
日
神
祇
大
副
大
遺
臣
清
里
注
進
状
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
凡
今
度
内
宮
遷
宮
、
毎
時
為
二
新
儀
｝
者
也
、
正
殿
一
宇
造
進
面
外
、
御
門
御
垣
｝
向
無
二
其
事
｝
之
条
、
鋪
石
以
後
無
二
其
例
ハ
遷
宮
以
後
二
年
三
年
之
問
造

　
進
之
所
々
、
東
西
宝
殿
井
御
門
御
垣
等
也
、
蒲
猶
荒
垣
之
内
、
豊
作
繁
多
也
、
表
葺
鹿
悪
事
、
迄
レ
至
二
遷
宮
当
日
一
作
事
沙
汰
之
間
、
依
二
物
公
心
一
不
レ
及
一
一
懇

　
勲
之
沙
汰
【
者
鰍
、
鶴
早
速
及
二
破
損
一
哉
、
就
中
差
二
山
外
「
於
二
他
山
　
御
材
木
採
用
之
事
、
先
々
固
及
二
御
糺
明
一
望
也
、
而
今
度
之
儀
、
造
営
料
材
無
一
「
用

　
意
㎜
之
間
、
於
二
近
所
【
不
レ
嫌
二
浄
不
浄
↓
於
二
在
々
所
々
↓
野
曝
寺
社
之
修
理
用
意
之
樹
一
採
用
之
、
毒
中
殊
於
二
常
勝
寺
山
　
者
、
斎
物
不
浄
不
レ
絶
在
所
也
、

　
無
二
彼
寺
木
↓
御
垂
木
大
床
御
階
等
、
於
㎡
小
物
一
者
悉
奉
レ
成
二
御
事
一
之
問
、
寸
法
不
定
依
繁
多
ハ
御
金
物
不
二
相
座
如
レ
是
次
第
及
凹
一
書
不
審
者
、
被

　
　
レ
下
二
御
使
ハ
可
レ
被
二
実
見
｝
者
哉
、

　
永
享
三
年
の
遷
宮
で
は
、
最
初
正
殿
の
み
で
、
そ
の
後
二
一
二
年
の
間
に
東
西
宝
殿
や
御
門
・
御
垣
等
を
造
進
す
る
と
い
う
未
だ
か
つ
て
な
い

状
況
で
あ
っ
た
。
荒
垣
の
内
は
ま
だ
造
作
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
多
く
、
葺
萱
は
粗
悪
で
早
速
破
損
し
て
し
ま
う
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

造
営
料
材
も
急
場
し
の
ぎ
で
、
浄
不
浄
に
か
か
わ
ら
ず
近
在
所
々
の
寺
社
修
理
用
の
樹
木
に
よ
っ
て
ま
か
な
い
、
繊
雲
不
浄
の
絶
え
ざ
る
在
所

で
あ
る
常
勝
寺
山
（
伊
勢
市
常
磐
町
外
宮
工
作
所
地
内
）
の
材
木
を
用
い
て
垂
木
・
大
床
・
御
階
等
を
製
作
し
、
材
木
と
金
物
と
が
合
わ
な
い
箇
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所
も
多
い
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。

　
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
九
月
三
十
日
に
皇
大
神
宮
仮
殿
遷
宮
が
挙
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
第
四
十
回
の
式
年
遷
筥
に
向
け
て
の
山
入
・
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

柱
・
上
棟
以
下
の
諸
祭
が
式
日
を
過
ぎ
て
も
沙
汰
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
注
進
し
た
。

　
皇
大
神
宮
神
主

　
　
注
進
、
可
下
早
漏
も
経
二
次
第
上
　
奏
ハ
当
宮
遷
宮
式
年
依
レ
相
二
当
明
年
一
当
雪
山
入
立
業
上
棟
以
下
可
レ
被
レ
急
二
次
第
神
事
一
処
、
畑
島
過
式
月
一
干
レ
今
不

　
　
　
レ
及
二
御
沙
汰
一
之
条
、
神
慮
難
レ
測
間
事
、

　
右
当
寺
造
替
遷
宮
、
式
年
桐
二
当
明
年
ハ
然
之
間
、
被
二
急
墨
入
ハ
就
二
半
材
木
着
岸
↓
当
年
八
月
中
被
レ
無
二
行
立
柱
上
棟
一
為
二
先
規
｝
之
処
、
子
レ
貰
下
怠
、

　
神
慮
距
レ
測
者
也
、
殊
今
正
殿
千
木
鰹
木
御
幕
葺
以
下
追
レ
臼
令
二
所
損
ハ
御
神
体
被
レ
侵
一
　
雨
露
一
盛
之
条
其
恐
不
レ
少
、
此
等
次
第
、
先
度
委
細
令
二
注
進
【
畢
、

　
巨
細
重
不
レ
潤
目
言
上
↓
所
詮
以
レ
夜
番
レ
日
章
レ
下
二
行
要
脚
↓
被
レ
急
二
次
第
営
作
一
　
、
若
猶
御
沙
汰
令
二
停
滞
一
者
、
任
二
神
訴
之
旧
例
一
禰
宜
等
遂
二
参
洛
↓

　
可
歎
申
一
者
也
、
錐
レ
然
為
二
公
私
【
慎
存
之
問
、
獄
所
レ
経
二
言
上
一
也
、
云
レ
彼
云
レ
是
、
被
レ
急
二
次
第
営
作
↓
被
レ
遂
二
還
御
之
帯
心
之
条
、
天
下
泰
平
御
祈
薦

　
何
事
如
レ
之
乎
、
価
注
進
如
レ
件
、
以
解
、

　
　
　
（
一
四
四
七
）

　
　
　
文
安
四
年
九
月
十
六
日
　
　
大
内
人
正
六
位
上
荒
木
田
神
主
長
久

　
禰
宜
従
三
位
　
荒
木
田
神
主
守
房

　
　
（
以
下
署
名
略
）

　
こ
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
正
殿
の
千
木
・
鰹
木
・
御
亀
葺
以
下
が
朽
損
し
、
御
神
体
が
雨
露
に
侵
さ
れ
そ
う
な
状
況
で
あ
る
と
い
う
。

仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
て
わ
ず
か
二
年
た
ら
ず
で
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
大
風
や
地
震
が
起
こ
っ
た
ら
た
ち
ま
ち
倒
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
五
月
十
七
日
に
は
内
宮
正
殿
の
音
板
・
鰹
木
が
こ
と
ご
と
く
落
ち
、
御
階
の
高
欄
な
ど
が
打
ち
砕
け
て
し
ま
っ
た
。

さ
ら
に
文
安
六
年
三
月
十
五
日
に
は
風
雨
に
よ
り
内
宮
北
御
門
御
願
が
顛
倒
し
た
も
の
の
、
宮
守
物
忌
父
弘
盛
が
捗
え
直
し
た
。
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室町時代の災害と伊勢神宮（山田）

　
そ
し
て
四
月
十
日
お
よ
び
十
二
日
に
は
京
都
で
大
地
震
が
あ
り
、
禁
裏
仙
洞
の
築
地
が
多
く
破
損
し
、
東
山
・
西
山
の
在
々
所
々
で
大
地
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

島
破
し
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
伊
勢
神
宮
に
対
し
て
地
震
御
祈
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
天
変
地
妖
御
母
の
室
町
殿
御
祈
が
東

　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

寺
で
行
わ
れ
た
り
、
祇
園
社
に
対
し
て
七
日
問
の
大
般
若
経
転
読
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
諸
寺
社
に
対
し
て
粗
薦
命
令
が
下
さ
れ
た
。
六
月
十
六

日
は
大
雨
の
た
め
洪
水
と
な
り
、
風
日
唐
歌
橋
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
ほ
か
、
館
も
浸
水
し
、
忌
火
爆
音
が
破
壊
さ
れ
て
水
が
中
に
入
っ
て
御
竈

が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
十
七
日
に
行
う
は
ず
の
御
身
を
調
備
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
祭
礼
を
延
引
す
べ
き
旨
を
神

宮
奉
行
の
折
紙
に
よ
り
司
中
に
触
れ
送
っ
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
返
事
で
あ
っ
た
。

　
折
紙
之
趣
委
細
披
露
申
候
製
缶
、
則
御
幣
使
へ
其
分
御
敵
普
処
、
御
返
事
に
ハ
月
次
祭
就
二
大
水
一
明
夜
ま
て
延
引
不
レ
可
レ
然
候
、
尚
々
御
談
合
候
て
今
夜

　
被
二
執
行
一
候
は
・
目
出
候
へ
く
候
、
御
せ
ん
な
と
ま
い
り
候
は
て
も
、
御
祭
御
入
候
例
な
く
候
哉
、
無
為
二
今
夜
御
事
成
候
は
・
可
レ
然
之
由
幣
使
よ
り
申

　
さ
れ
候
、
又
八
社
奉
幣
事
者
、
い
か
や
う
に
も
候
へ
、
今
夜
に
て
候
へ
く
候
、
御
心
得
あ
る
べ
く
候
、
尚
々
月
次
祭
お
も
今
夜
被
二
執
行
一
二
は
・
目
出
候
、

　
恐
々
謹
言
、

　
　
　
六
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
中
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
持
判

　
　
内
宮
奉
行
御
中
御
返
報

　
御
幣
使
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
大
水
に
よ
り
月
次
祭
を
翌
日
の
夜
ま
で
延
引
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
の
で
、
今
夜
執
行
し
て
ほ
し
い
と
の
返

答
で
あ
り
、
さ
ら
に
八
社
奉
幣
に
つ
い
て
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
今
夜
執
行
す
べ
し
と
の
意
見
を
神
宮
側
に
伝
え
て
い
る
。
八
社
と
は

　
　
　
⑩

『
康
富
記
』
宝
徳
元
年
（
［
四
四
九
）
六
月
十
二
日
条
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
伊
勢
・
松
尾
・
春
日
・
大
和
・
梅
宮
・
吉
田
・
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

田
・
祇
園
を
さ
し
、
五
月
十
五
日
に
軒
廊
御
ト
を
行
っ
た
際
に
、
崇
り
を
な
し
て
い
る
方
角
の
社
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
神
社
で
あ
っ
た
。

　
　
『
康
富
記
』
六
月
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
は
天
下
に
疫
癌
が
流
布
し
、
飢
饅
が
は
な
は
だ
し
い
状
況
で
、
八
社
奉
幣
の
ほ
か
、
石
清

水
・
賀
茂
上
下
・
松
尾
・
平
野
・
春
日
・
日
吉
・
祇
園
・
北
野
の
諸
社
に
は
七
日
間
の
仁
王
経
転
読
が
命
じ
ら
れ
、
東
大
寺
・
興
福
寺
・
元
興
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寺
・
大
安
寺
・
西
大
寺
・
法
隆
寺
・
薬
師
寺
・
延
暦
寺
・
園
城
寺
に
は
七
日
間
の
大
般
若
経
転
読
が
命
じ
ら
れ
、
五
畿
七
道
諸
国
に
は
仁
王
般

若
経
転
読
、
さ
ら
に
天
下
諸
人
に
対
し
て
は
自
ら
般
若
心
経
を
読
む
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
の
官
宣
旨
に
は
、
「
日
来
天
変
告
レ
災
、

地
震
作
レ
害
、
多
以
二
疫
痩
之
苦
↓
因
以
二
飢
謹
魚
蝋
↓
非
レ
仰
一
私
益
之
仁
慈
一
拉
、
争
救
二
都
鄙
之
厄
難
｝
乎
」
と
の
文
言
が
あ
り
、
国
家
と
し
て

は
神
仏
の
仁
慈
に
よ
り
災
難
を
と
ど
め
て
も
ら
う
こ
と
し
か
す
べ
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
災
難
を
鎮
め
る
た
め
に
神
仏
に
祈
る
こ
と

こ
そ
が
国
家
の
な
す
べ
き
最
も
重
要
な
役
割
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
伊
勢
神
宮
に
関
し
て
は
、
六
月
十
五
日
・
十
六
日
の
大
雨
で
官
幣
が
宮
川
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
八
社
奉
幣
は
十
七
日
夜
に

執
り
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
月
次
祭
に
つ
い
て
も
御
膳
の
調
備
が
完
了
し
た
十
八
日
に
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
殿
舎
が
損
壊
し
て
い
る
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
と
か
祭
祀
を
遂
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢

で
あ
る
。
「
神
事
違
例
」
と
な
る
こ
と
は
神
の
崇
り
を
引
き
起
こ
し
、
災
害
の
発
生
を
招
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
う
し
た
事
態
を
避

け
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
五
世
紀
中
葉
か
ら
十
六
世
紀
後
半
に
か
け
て
は
、
社
殿
が
粗
悪
な
素
材
に
よ
り
仮
造
り
の
よ
う
な
状

態
で
造
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
、
当
然
災
害
に
は
弱
く
、
破
損
・
損
壊
す
る
と
い
う
怪
異
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
を
朝
廷
に
奏
上
す
る
も
の
の
対

応
が
な
さ
れ
ず
、
さ
ら
な
る
倒
壊
を
招
く
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
神
宮
司
廃
編
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
の
よ
う
で
、

　
　
　
　
　
　
『
神
宮
遷
宮
記
㎞
第
四
巻
（
神
宮
式
年
造
営
庁
、
一
九
九
二
年
）
。

②
糊
氏
経
神
事
記
㎞
（
㎎
大
神
宮
叢
書
隔
）
永
享
十
　
年
二
月
条
。

③
神
宮
司
廃
編
『
神
宮
遷
宮
記
晦
第
三
巻
（
神
宮
式
年
造
営
庁
、
～
九
九
二
年
）
。

④
『
寛
正
三
年
造
内
二
心
幅
。
こ
の
と
き
式
年
は
明
年
（
文
安
五
年
一
－
一
四
四
八

　
年
）
で
あ
る
と
注
進
し
て
い
る
が
、
永
享
三
年
（
一
璽
三
）
に
式
年
遷
宮
が
行

　
わ
れ
て
い
る
の
で
、
計
算
上
は
～
四
五
〇
年
が
式
年
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

⑤
こ
の
間
、
文
安
四
年
念
四
四
七
）
七
月
日
皇
太
神
宮
神
主
注
進
状
爲
康
富

　
記
』
文
安
四
年
七
月
十
八
玉
条
所
引
）
に
よ
る
と
、
六
月
二
十
六
日
夜
に
内
宮
正

　
殿
な
ら
び
に
別
宮
の
星
祭
宮
が
鳴
動
し
、
そ
の
響
き
は
大
き
な
物
が
投
げ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
番
宿
直
の
た
め
に
砥
陣
し
て
い
た
祠
官
は
仰
天
し
た
と
あ
る
。

そ
し
て
工
十
入
日
に
、
握
御
竃
が
戸
を
開
か
ず
に
厩
を
抜
け
出
し
て
走
り
出
し
、

山
中
に
馳
せ
入
り
、
行
方
が
し
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
自
ら
厩
に
戻
り
、
馬
の
背

に
は
鞍
を
置
い
て
腹
に
は
鐙
で
摺
っ
た
跡
が
あ
り
、
馬
の
面
は
飛
沫
で
ぬ
れ
、
轡

を
か
ん
だ
跡
が
あ
り
、
汗
を
滝
の
よ
う
に
流
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
状
況

に
対
し
、
祢
宜
ら
は
「
尊
神
擁
護
、
天
下
太
平
之
奇
瑞
扁
と
主
張
す
る
怪
異
が
発

生
し
た
。
祢
宜
ら
は
こ
う
し
た
怪
異
を
注
進
し
て
神
国
と
朝
廷
と
の
関
係
を
朝
廷

に
再
認
識
さ
せ
、
遷
宮
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
詳
し
く

は
拙
稿
「
室
町
時
代
伊
勢
神
宮
の
怪
異
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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⑥
こ
の
と
き
、
噸
氏
経
神
事
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鰹
木
金
物
や
材
木
等

　
が
誰
の
得
分
に
な
る
の
か
議
論
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
正
殿
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る

　
状
況
の
下
、
そ
の
得
分
に
の
み
祢
宜
た
ち
の
関
心
が
集
中
し
て
い
る
点
に
は
考
え

　
さ
せ
ら
れ
る
。

⑦
㎎
氏
経
日
次
記
幽
文
安
六
年
七
月
十
七
日
条
。

⑧
魍
東
寺
百
合
文
書
㎏
つ
函
。

⑨
噸
祇
園
社
記
駈
所
収
文
安
六
年
六
月
十
二
日
官
宣
旨
。

⑩
魍
康
富
記
㎞
〈
増
補
史
料
大
成
〉
（
臨
川
書
店
）
。

⑪
　
四
月
八
日
に
は
春
B
社
で
羽
蟻
が
出
現
し
た
ほ
か
、
四
月
十
日
以
来
地
震
が
棺

　
次
ぎ
、
そ
の
後
天
変
も
重
な
っ
た
の
で
、
五
月
十
五
日
に
軒
廊
御
ト
が
行
わ
れ
た
。

　
軒
廊
御
ト
は
春
日
社
の
怪
異
と
地
震
の
御
ト
と
に
分
け
て
な
さ
れ
た
が
、
地
震
御

　
ト
の
結
果
は
、
「
巽
震
離
遣
方
神
社
崇
給
」
と
出
た
た
め
、
さ
ら
に
巽
（
南
東
）
・

　
震
（
東
）
・
離
（
南
）
・
党
（
西
）
の
方
角
の
ど
の
神
社
が
崇
っ
て
い
る
の
か
占
断

　
が
行
わ
れ
て
本
文
に
あ
げ
た
八
社
の
崇
り
と
出
た
。

三
　
暁
応
地
震
に
お
け
る
伊
勢
国
の
被
害
状
況

室町時代の災害と伊勢神宮（山田）

　
明
応
七
年
八
月
二
十
五
日
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
一
四
九
八
年
九
月
十
一
日
）
辰
刻
、
遠
州
灘
沖
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
二
～
八
・
四
の

巨
大
地
震
が
発
生
し
た
。
い
わ
ゆ
る
明
応
地
震
で
あ
る
。
そ
の
前
か
ら
地
震
は
頻
発
し
て
お
り
、
明
応
三
年
五
月
七
日
に
は
大
和
で
大
地
震
が

あ
り
、
そ
の
余
震
は
十
二
月
ま
で
及
ん
だ
。
同
四
年
正
月
や
同
六
年
十
月
、
同
七
年
六
月
間
も
地
震
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
明
応
地
震
の
前
兆
地

震
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
明
応
地
震
の
後
に
も
余
震
が
頻
発
し
て
お
り
、
こ
の
地
震
は
南
海
ト
ラ
フ
沿
い
の
巨
大
地
震
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
本
地
震
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
近
年
で
は
伊
藤
裕
偉
・
矢
田
俊
文
に
よ
る
～
連
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

究
に
よ
っ
て
大
き
な
伸
展
が
見
ら
れ
た
。

　
こ
の
地
震
で
は
紀
伊
か
ら
房
総
に
か
け
て
の
海
岸
と
甲
斐
で
震
動
が
大
き
く
、
熊
野
本
宮
大
社
の
社
殿
が
倒
れ
、
那
智
の
轟
轟
は
崩
れ
、
湯

の
峰
温
泉
は
十
月
八
日
ま
で
湧
出
が
止
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
地
震
で
は
津
波
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
房

総
半
島
か
ら
紀
伊
半
島
に
ま
で
渡
っ
た
。
千
葉
小
湊
で
は
誕
生
寺
が
流
没
破
壊
（
津
波
高
一
ニ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
、
新
島
で
四
メ
ー
ト
ル
、
鎌
倉
由

比
ヶ
浜
で
は
若
宮
大
路
ま
で
達
し
た
津
波
が
長
谷
の
大
仏
殿
の
堂
舎
を
破
壊
し
、
二
百
余
人
が
溺
死
（
八
メ
ー
ト
ル
以
上
）
、
西
伊
豆
仁
科
郷
で

は
田
畑
が
浸
水
（
四
～
五
メ
ー
ト
ル
）
、
志
太
郡
小
川
村
（
現
焼
津
市
）
の
金
器
院
旧
地
は
海
中
に
没
し
（
六
～
八
メ
ー
ト
ル
）
、
志
太
郡
の
流
死
は

二
万
六
千
人
と
さ
れ
る
。
浜
名
湖
は
津
波
で
切
れ
て
海
に
通
じ
、
新
居
郷
で
は
家
屋
が
流
出
（
六
～
八
メ
ー
ト
ル
）
し
た
と
す
る
。
伊
勢
大
湊
で
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は
家
屋
一
千
余
棟
が
流
失
し
、
五
千
余
人
が
溺
死
し
、
同
野
川
新
田
は
津
波
で
荒
野
と
な
っ
た
（
六
～
八
メ
ー
ト
ル
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
伊
勢
国
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
『
内
宮
子
良
懸
崖
』
『
悩
乱
記
付
年
代
記
睡
に
詳
し
い
。
『
内
宮
子
良
館
記
隔
は
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
か
ら

永
正
十
八
年
（
一
五
二
～
）
の
伊
勢
内
宮
子
良
館
で
書
き
つ
が
れ
た
記
録
で
、
神
宮
に
鞄
を
供
進
こ
と
に
な
っ
て
い
る
志
摩
国
国
崎
で
は
津
波

に
よ
り
人
家
が
大
略
流
出
し
た
と
い
う
。
ま
た
大
湊
で
は
家
屋
｝
千
軒
余
り
、
死
者
は
五
千
人
ほ
ど
で
、
伊
勢
・
志
摩
に
お
い
て
死
者
は
一
万

人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
、
明
応
七
年
戎
午
九
月
御
祭
、
国
崎
御
蟄
濫
対
蝋
之
事

　
去
八
月
廿
五
日
大
地
震
ノ
大
塩
二
、
彼
島
家
人
大
略
流
失
、
錐
レ
然
、
於
　
彼
役
人
一
盛
、
潔
斎
ノ
徳
望
、
御
薄
持
参
申
之
処
、
島
中
大
略
可
レ
為
一
　
不
浄
一
之
間
、

　
奉
レ
二
二
御
罎
｝
之
事
、
不
レ
可
レ
然
候
由
、
御
不
審
ノ
御
方
有
一
　
御
座
↓
御
撰
ニ
バ
ク
ミ
申
サ
ズ
、
然
間
、
彼
璽
野
南
レ
為
レ
何
之
由
処
、
去
文
明
十
一
年
己
亥
五

　
月
二
日
、
器
皿
糠
春
屋
喧
嘩
↓
館
自
粛
之
時
、
有
二
触
繊
ノ
事
一
問
、
五
月
五
日
目
準
急
延
引
之
時
、
彼
御
亭
米
ノ
事
、
後
日
役
人
方
へ
請
取
申
、
於
ユ
子
良
館

　
内
↓
三
方
外
三
方
其
外
役
人
御
僕
、
如
分
当
米
ニ
テ
分
当
ル
、
任
二
其
例
↓
今
度
モ
御
身
楽
界
、
後
日
二
内
外
物
忌
其
外
方
々
ノ
役
人
悉
請
取
之
、
一
膳
徳

　
分
ハ
塵
ノ
慶
斗
十
二
結
リ
、
俵
富
鉱
請
取
、
又
サ
ザ
イ
脚
数
百
也
、
其
後
御
祢
其
方
ヘ
モ
、
如
二
義
僕
之
時
↓
御
若
宮
一
一
三
江
八
結
リ
ヅ
・
、
一
方
ヨ
リ
進
、

　
四
五
六
七
殿
ハ
ニ
三
方
ヨ
リ
十
五
ヅ
・
進
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
軒
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
志
摩
〕

　
　
一
、
今
度
大
地
震
ノ
高
塩
二
、
大
湊
ニ
ハ
家
千
問
余
、
人
五
千
人
許
流
光
ト
云
々
、
室
外
伊
勢
詠
出
二
彼
是
一
万
人
許
モ
流
死
魔
、

　
明
応
七
年
戊
午
八
月

　
　
〔
五
〕

　
廿
二
日
ノ
菓
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ま
た
、
『
三
代
記
』
を
利
用
し
て
そ
の
各
欄
に
そ
の
時
代
に
お
け
る
神
宮
の
主
要
事
項
を
書
き
入
れ
た
『
皇
代
記
付
年
代
記
』
に
も
津
波
被

害
が
詳
し
い
。

　
同
七
年
械
六
月
十
一
B
柄
底
幅
大
地
震
、
同
八
月
豆
肉
日
肥
辰
刻
大
地
震
二
高
潮
満
来
而
、
當
国
大
湊
八
幡
林
ノ
松
ノ
梢
ヲ
大
船
十
二
打
越
而
、
長
居
郷
迄

　
浪
入
云
云
、
侃
大
湊
家
数
千
軒
余
流
損
亡
、
人
数
男
女
共
五
千
余
人
死
亡
、
次
志
摩
筆
荒
嶋
者
人
数
弐
百
五
十
余
人
死
、
雲
外
海
辺
郷
里
悉
皆
損
失
、
死
人

　
或
百
人
、
或
五
十
人
、
中
興
モ
達
志
嶋
、
国
府
、
相
差
、
麻
生
浦
、
小
浜
等
也
、
他
国
ヲ
聞
二
三
河
片
浜
、
遠
江
柿
基
小
河
ト
申
在
所
者
、
…
同
人
境
共
亡
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ト
申
、

彼
高
潮
依
二
地
震
一
満
来
、
同
引
時
モ
大
儀
ニ
シ
テ
海
底
砂
顕
、
鱗
等
尽
数
死
、
潮
干
漫
々
而
聴
罪
、
希
代
不
思
議
之
間
、
人
皆
是
ヲ
見
物
夷
、
然
之
処
、
又

自
興
二
高
潮
一
如
レ
山
満
濃
ル
、
塩
干
摺
出
タ
ル
人
仰
天
而
五
二
背
帰
一
大
略
道
ニ
テ
死
亡
、
離
塁
高
潮
満
来
室
、
海
中
ヨ
リ
数
万
之
軍
勢
如
レ
山
ヨ
セ
来
ル
ト
荒

嶋
ノ
藤
見
ル
ト
申
、
不
思
議
事
也
、
凝
議
大
地
震
之
懸
者
、
問
浪
大
浪
ト
テ
両
度
可
レ
有
レ
之
、
後
ノ
浪
曲
レ
為
一
一
高
潮
ハ
後
代
ノ
占
地
震
音
時
為
二
用
心
↓
懇

二
注
置
者
也
、

同
八
月
廿
八
日
大
風
洪
水
、
山
田
之
人
驚
顛
而
宮
中
御
山
高
宮
良
工
退
散
、
一
日
一
夜
也
、
傍
大
湊
死
臓
ノ
行
触
ノ
不
レ
審
、
又
ハ
雑
人
等
宮
中
二
退
散
ノ

儀
鰍
、
外
宮
一
七
ヶ
日
触
機
、

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
湊
で
は
八
幡
林
の
松
の
梢
を
大
船
も
ろ
と
も
越
え
る
ほ
ど
の
津
波
が
押
し
寄
せ
て
長
居
郷
（
御
薗
町
長
屋
）
ま
で
入
り

込
み
、
千
軒
余
の
家
屋
が
流
さ
れ
、
五
千
余
人
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
志
摩
国
荒
島
（
鳥
羽
布
安
楽
島
）
で
二
百
五
十
、
国
府
（
志
摩
市
阿

児
町
国
府
）
・
相
差
（
鳥
羽
市
相
差
町
）
・
麻
生
浦
（
鳥
羽
市
今
浦
・
本
浦
・
浦
村
町
）
・
小
浜
（
鳥
羽
市
小
浜
町
）
な
ど
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
。
「
大

湊
八
幡
林
ノ
松
ノ
梢
ヲ
大
船
共
二
打
越
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
、
誇
張
で
は
な
い
か
と
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）

石
垣
島
を
襲
っ
た
津
波
は
「
大
波
之
船
子
芝
之
形
行
書
」
に
よ
る
と
、
津
波
は
標
高
八
十
五
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
ま
で
達
し
た
と
さ
れ
、
海
岸

に
は
重
さ
は
約
二
百
二
十
ト
ン
と
さ
れ
る
「
バ
リ
石
」
が
打
ち
上
げ
ら
れ
る
な
ど
し
、
二
〇
一
一
年
の
東
B
本
大
震
災
で
も
津
波
は
標
高
四
十

メ
ー
ト
ル
以
上
の
と
こ
ろ
に
ま
で
達
し
た
こ
と
か
ら
、
十
分
あ
り
得
た
記
述
と
言
え
よ
う
。
一
般
に
大
湊
で
の
津
波
高
は
六
～
八
メ
ー
ト
ル
と

さ
れ
る
が
、
そ
の
倍
以
上
の
津
波
高
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
そ
の
時
の
津
波
の
状
況
に
つ
い
て
、
地
震
に
よ
る
高
潮
の
第
一
波
が
来
た
後
に
、
潮
が
は
る
か
沖
ま
で
引
い
て
海
底
の
砂
が
現
れ
、

干
上
が
っ
た
と
こ
ろ
に
魚
が
多
く
跳
ね
て
い
た
の
を
人
々
は
不
思
議
が
っ
て
見
に
行
っ
た
が
、
そ
こ
に
山
の
よ
う
な
高
潮
が
襲
い
、
海
に
出
た

人
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
ま
た
安
楽
島
の
人
た
ち
は
、
高
潮
が
襲
っ
て
き
た
と
き
に
、
海
中
か
ら
数
万
の
軍
勢
が
山
の
よ
う
に

押
し
寄
せ
る
よ
う
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
筆
者
は
、
お
よ
そ
大
地
震
の
時
は
「
問
浪
」
「
大
浪
」
と
い
っ
て
津
波
は
二
度
あ
り
、
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後
の
波
が
高
潮
と
な
る
か
ら
後
代
の
人
は
地
震
の
時
に
は
用
心
す
る
よ
う
に
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
の
注
記
が
い
つ
記
さ
れ
た
の
か
不
明

だ
が
、
津
波
被
害
が
あ
っ
て
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
と
き
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
人
の
た
め
の
教
訓
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

①
郡
司
嘉
宣
「
明
応
地
震
・
津
波
の
史
料
状
況
に
つ
い
て
」
（
『
月
刊
海
洋
科
学
』

　
一
撃
ー
七
、
～
九
八
○
年
）
、
地
震
予
知
総
合
研
究
振
興
会
編
噸
遠
州
灘
沖
の
歴

　
史
地
震
に
関
す
る
規
模
等
の
調
査
㎞
地
震
予
知
総
合
研
究
振
興
会
、
一
九
八
二

　
年
）
、
飯
田
汲
事
「
明
応
七
年
八
月
二
十
五
日
（
一
四
九
八
年
九
月
二
〇
日
）
の

　
明
応
地
震
の
震
害
と
震
度
分
布
」
（
飯
田
汲
事
『
飯
田
汲
事
教
授
論
文
選
集
㎞
飯

　
田
汲
事
教
授
論
文
選
集
発
行
会
、
一
九
八
五
年
）
、
伊
藤
聖
楽
「
安
濃
津
と
明
応

　
地
震
の
痕
跡
」
（
欄
津
・
布
民
文
化
』
二
、
二
〇
〇
八
年
）
、
矢
田
俊
文
門
明
応
地

　
震
と
港
湾
都
市
」
（
『
B
本
史
研
究
㎞
四
　
二
、
一
九
九
六
年
）
、
『
中
世
の
巨
大
地

　
震
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
、
同
『
地
震
と
中
世
の
流
通
㎞
（
高
志
書
院
、

　
工
〇
一
Q
年
）
な
ど
。

②
『
続
群
書
類
従
』
神
祇
部
所
収
。

③
『
悪
道
大
系
』
所
収
。
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四
　
明
応
地
震
の
際
の
伊
勢
神
宮
の
対
応

こ
う
し
た
伊
勢
国
内
の
状
況
に
対
し
て
、
伊
勢
神
宮
で
は
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
七
ヶ
日
の
地
震
御
祈
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
応
七
年
九
月
日
内
宮
解
で
は
、

一
、
皇
太
神
宮
神
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之

　
依
二
御
教
書
注
進
↓
地
震
御
祈
～
七
ヶ
日
、
可
レ
抽
罵
精
誠
一
闘
事

前
去
月
廿
五
日
御
教
書
拝
次
第
施
行
儒
、
地
震
御
祈
事
、
｝
七
ヶ
日
輪
可
レ
抽
二
精
誠
一
事
由
事
、

祈
薦
精
誠
一
者
也
、
伍
注
進
言
上
如
レ
件
、
以
解
、

　
　
明
応
七
年
九
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
内
人

　
　
祢
宜
　
　
　
十
人

謹
所
レ
請
如
レ
件
者
、

　
被

任
二
仰
下
之
旨
↓

神
意
一
同
可
レ
励
一
　
御

こ
の
地
震
御
祈
は
八
月
二
十
五
日
に
神
宮
伝
奏
御
教
書
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
八
月
二
十
五
日
に
発
生
し
た
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地
震
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
日
に
文
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
で
大
き
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
こ
と

が
京
都
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
伊
勢
神
宮
に
祈
薦
命
令
が
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
京
都
で
大
き
な
揺
れ
を
感
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
伊

勢
神
宮
に
対
し
て
祈
濤
が
命
じ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
地
震
は
京
都
で
も
非
常
に
大
き
な
揺
れ
を
感
じ
、
『
実
隆
公
記
晦
に
は
、
「
廿
五
日
、
早
朝
地
震
大
動
、
五
十
年
以
来
無
下
如
レ
此
事
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

云
々
、
予
出
生
以
来
、
未
レ
知
篇
如
レ
此
警
世
」
と
あ
る
ほ
か
、
『
後
法
興
院
記
』
に
も
、
「
辰
時
大
地
震
、
去
六
月
十
一
日
地
震
一
本
二
瀬
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
「
科
学
」
で
は
震
源
や
規
模
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
後
法
興
総
記
』
の
記
主
で
あ
る
近
衛
政

家
が
東
海
地
方
の
被
害
状
況
を
知
っ
た
の
は
、
地
震
発
生
か
ら
一
ヶ
月
経
っ
た
九
月
二
十
五
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
地
震
が
発
生
す
る
と
、
す
ぐ
に
陰
陽
師
で
あ
る
土
御
門
（
安
倍
）
有
宣
と
勘
解
由
小
路
（
賀
茂
）
在
通
に
対
し
て
地
震
勘
文
の
提
出
が
命
じ

ら
れ
て
い
る
。
『
後
法
興
院
記
』
八
月
二
十
五
日
条
に
は
、
土
御
門
有
宣
の
勘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
今
月
廿
五
日
辰
時
大
地
震
、
醐
曝

　
天
地
瑞
祥
志
云
、
傍
通
水
神
所
レ
動
也
、

　
内
経
日
、
秋
地
動
、
天
子
凶
、
大
臣
受
レ
残
、

　
又
云
、
地
動
、
其
国
有
レ
戦
、
民
流
亡
、

　
又
云
、
地
動
、
天
下
疾
病
、
有
二
大
喪
↓

　
又
云
、
八
月
地
動
、
六
十
日
内
兵
革
起
、

　
　
明
応
七
年
八
月
廿
五
日
　
　
　
従
二
位
有
宣

そ
し
て
二
十
六
日
条
に
は
、
勘
解
由
小
路
在
通
の
勘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
今
月
廿
五
臼
、
辰
時
大
地
震
数
々
而
無
レ
声
構
臓
継
・
火

　
洛
書
雄
罪
級
田
、
地
震
衆
虐
盛
、

63　（63）



尚
書
夏
侯
説
日
、
地
動
大
臣
盛
将
有
レ
為
蒲
不
レ
静
、
兵
数
動
、

春
秋
緯
運
斗
枢
云
、
地
動
乱
並
華
、
群
臣
厭
施
、
俵
者
執
政
、

公
羊
傳
云
、
臣
專
レ
政
、
陰
而
行
レ
陽
、
故
地
震
、

穀
梁
伝
云
、
地
動
大
臣
盛
、
軍
将
動
有
レ
変
、

夏
氏
云
、
地
動
民
不
安
、
揺
擾
流
移
、

又
云
、
地
動
数
殺
人
、
賊
臣
暴
、

鴻
範
伝
云
、
地
動
者
臣
不
臣
、
下
者
大
貴
也
、

　
明
応
七
年
八
月
廿
六
日
　
　
　
正
三
位
在
通

君
主
在
野
、
小
池
在
位
、
朝
聯
繋
賊
、
国
受
【
其
餐
也
、

　
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
地
震
こ
そ
最
大
の
災
害
で
あ
る
が
、
古
代
・
中
世
社
会
に
お
い
て
は
地
震
は
怪
異
の
一
種
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
て
、
兵
革
や
疫
病
な
ど
の
前
兆
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
地
震
恋
文
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
は
中
国
書
に
お
け
る
「
地
動
」
に
対
す
る
判
断
を
載
せ
て
い
る
。
な
お
、
地
震
を
吉
兆
と
判
断
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
『
実
隆
公
記
』
二
十
六
日
条
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

廿
六
日
、
抑
地
震
御
祈
事
、
所
々
被
レ
仰
レ
之
云
々
、
奉
行
職
事
送
一
通
、

　
地
震
御
祈
事
、
自
一
書
廿
九
日
＝
七
ケ
日
、
愚
亭
レ
抽
二
精
誠
一
之
由
、
可
下
令
レ
下
二
知
神
富
一
給
上
之
旨
、
天
気
所
レ
候
也
、
循
言
上
如
レ
件
、

　
（
勧
修
寺
）

　
尚
顕
誠
恐
謹
言
、

　
　
八
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
右
少
弁
尚
顕
奉

　
進
上
侍
従
大
納
言
殿

　
　
　
　
　
（
中
御
門
）

則
相
二
触
頭
弁
宣
秀
朝
臣
↓
其
状
如
レ
此
、

　
地
震
御
祈
事
、
自
二
来
廿
九
日
二
七
ケ
日
、
愚
挙
レ
抽
一
精
誠
一
之
由
、
可
下
令
レ
下
二
知
神
宮
一
理
上
之
旨
、
被
二
仰
下
一
也
、
謹
言
、
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八
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
実
隆

　
　
頭
弁
殿

　
天
皇
に
よ
っ
て
一
七
ケ
日
地
震
御
祈
が
す
で
に
八
月
二
十
五
日
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陰
陽
師
の
地
震
勘
文
の
如
何
に
関
わ
ら
ず

伊
勢
神
宮
に
対
し
て
祈
薦
命
令
を
出
す
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
他
の
寺
社
に
対
し
て
祈
薦
命
令
が
出
さ
れ
た
形

跡
は
な
い
。

　
余
震
は
そ
の
後
も
続
い
た
こ
と
か
ら
、
閏
十
月
二
十
八
日
に
は
伊
勢
神
宮
に
対
し
て
天
下
安
全
の
祈
薦
が
命
じ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
宮
奉
行
職
事
也

　
廿
八
日
、
抑
御
祈
事
、
近
日
被
レ
仰
二
所
々
一
云
々
、
御
教
書
廿
七
日
到
来
、
廿
八
日
書
…
通
、
遣
二
頭
弁
　
了
、

　
　
天
下
安
全
、
朝
儀
再
興
御
祈
事
、
面
一
来
月
四
日
一
一
七
ケ
日
、
殊
可
レ
福
二
留
鳥
一
之
由
、
可
下
令
レ
下
二
知
神
宮
一
給
よ
悪
説
、
天
気
所
レ
候
也
、
傍
言
上
如
レ
件
、

　
　
尚
顕
誠
恐
謹
言
、

　
　
　
後
十
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
右
少
弁
尚
顕
奉

　
進
上
　
侍
従
大
納
言
殿

　
　
追
言
上

　
　
　
天
変
地
動
及
二
度
々
↓
殊
可
レ
抽
二
精
誠
一
之
由
、
同
可
下
令
二
下
知
一
給
節
候
也
、
重
誠
恐
謹
言
、

　
　
近
日
天
変
地
動
軍
国
度
々
↓
其
慎
不
レ
軽
、
自
二
来
月
四
日
一
一
七
ケ
日
、
別
而
抽
一
一
精
誠
ハ
可
レ
奉
レ
祈
二
天
下
安
全
、
朝
儀
再
興
一
之
由
、
可
レ
帯
下
一
一
知
神
宮
皿

　
　
之
旨
、
被
二
仰
下
｝
候
也
、
謹
書
、

　
　
　
　
後
十
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
実
隆

　
　
　
頭
弁
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
の
文
書
を
う
け
て
、
職
事
奉
行
中
御
門
宣
秀
施
行
状
が
発
給
さ
れ
た
。

　
　
一
、
近
日
天
変
地
動
買
上
度
々
袖
其
挙
上
レ
軽
羅
、
来
月
四
日
一
七
ケ
臼
、
別
黒
黒
二
十
誠
↓
可
レ
奉
レ
祈
二
天
下
安
全
、
朝
儀
再
興
一
之
由
、
可
レ
被
レ
下
二
知
神
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宮
｝
之
由
、
被
＝
仰
下
一
之
状
如
レ
件
、

　
　
　
後
十
月
骨
七
日
　
　
　
　
　
　
左
中
弁
覇

　
　
　
祭
主
権
大
副
殿

　
　
祭
主
下
知
同
廿
八
臼
　
　
宮
司
告
状
十
一
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
し
て
神
宮
で
は
祈
薦
が
行
わ
れ
て
そ
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　
皇
太
神
宮
神
主

　
　
依
二
御
教
書
注
進
ハ
天
変
地
動
御
祈
別
蒲
抽
＝
精
誠
一
子
細
事

　
右
得
二
去
月
廿
七
日
御
教
書
井
次
第
施
行
一
儒
、
近
日
天
変
地
動
議
了
度
々
↓
其
慎
不
レ
軽
候
、
来
月
四
日
一
七
ケ
日
別
建
増
二
精
誠
↓
可
レ
奉
レ
祈
二
天
下
安
全
、

　
朝
儀
再
興
一
之
由
事
、
裏
漏
レ
請
如
レ
盛
者
、
任
下
被
二
仰
丁
丁
旨
b
二
二
御
腰
藤
丹
誠
者
也
、
定
書
レ
然
一
一
神
慮
一
夏
哉
、
侃
注
進
藷
上
如
レ
件
、
以
解
、

　
　
　
明
応
七
年
十
一
月
　
臼
　
　
大
内
人
正
六
位
上
荒
木
田
神
主
行
久
上

　
祢
宜
従
四
位
下
荒
木
田
神
主
守
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
人

　
文
書
と
し
て
は
内
宮
の
も
の
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
外
宮
で
も
隅
様
に
祈
薦
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
い
つ
終
わ
る
か
わ
か

ら
な
い
余
震
に
対
し
て
「
天
下
安
全
、
朝
儀
再
興
」
の
祈
禧
命
令
が
神
宮
の
み
に
対
し
て
出
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
十
五
世
紀
末
の
式

年
遷
宮
が
行
わ
れ
ず
社
殿
が
退
転
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
も
な
お
朝
朝
の
神
宮
に
対
す
る
崇
敬
は
あ
つ
く
、
国
家
神
と
し
て
の
地
位
を
保
っ

て
い
た
。

　
神
宮
へ
の
奉
幣
は
す
べ
て
の
災
異
の
場
合
に
有
効
で
あ
り
、
他
の
い
か
な
る
寺
社
に
も
増
し
て
早
番
か
ら
の
祈
薦
命
令
の
数
が
多
い
。
例
え

ば
、
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
九
月
、
彗
星
が
出
現
し
た
際
に
は
、
祭
主
清
忠
に
命
じ
て
両
宮
に
公
武
御
言
を
行
わ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
祈
薦
命
令
は
神
宮
と
東
寺
に
対
し
て
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
二
月
八
日
に
焚
惑
星
が
輿
鬼
を
犯
し
た
際
に
は
、
伊
勢
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⑧

両
宮
と
興
福
寺
に
対
し
て
公
武
御
蒲
の
感
心
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
他
の
寺
社
と
な
ら
ん
で
祈
禧
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
神
宮
と
対
に

な
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
応
地
震
の
際
に
は
神
宮
が
被
害
を
蒙
っ
て
仮
殿
遷
宮
を
請
う
よ
う
な
記
述
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
神
宮
自

体
に
は
被
害
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
湊
を
は
じ
め
と
す
る
神
宮
周
辺
で
は
甚
大
な
被
害
を
蒙
る
一
方
、
神
宮
は
朝
廷
か
ら
の
祈
薦
命
令

を
粛
々
と
こ
な
す
と
い
う
通
常
の
対
応
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
被
害
云
々
よ
り
も
祭
祀
が
通
常
と
変
わ
ら
ず
行
え
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
問
題
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
き
に
掲
げ
た
『
内
宮
子

良
館
記
』
で
は
、
国
崎
に
お
い
て
津
波
に
よ
り
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
て
島
中
が
不
浄
と
な
っ
た
た
め
、
神
嘗
祭
の
た
め
神
戸
か
ら
調
進
し
た

御
開
の
焔
心
炮
を
御
撰
と
し
て
奉
る
こ
と
は
ま
か
り
な
ら
ぬ
と
い
う
神
宮
側
の
判
断
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
文
明
十
～

年
（
一
四
七
九
）
に
糠
春
屋
で
喧
嘩
が
あ
り
、
館
が
燃
え
て
し
ま
い
触
角
と
な
っ
た
と
き
の
先
例
に
な
ら
っ
て
、
皇
継
炮
は
神
饅
と
し
て
で
は

な
く
、
内
外
物
愚
ら
の
役
人
が
受
け
取
り
、
祢
帯
下
へ
も
配
分
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
来
は
神
饅
と
し
て
奉
献
さ
れ
た
後
の
璽
斗
炮
を
撤
罎

し
て
補
巻
を
は
じ
め
と
し
た
役
人
ら
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
神
解
に
不
浄
の
恐
れ
が
あ
る
た
め
神
前
に
供
え
る
の
は
や
め
て
、

神
饅
だ
け
は
祢
宜
ら
に
配
分
す
る
と
い
う
現
実
的
対
応
を
と
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
神
嘗
祭
は
、
慶
斗
鞄
は
用
い
ら
れ
ず
に
神
事
は
変

わ
ら
ず
に
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
神
宮
周
辺
の
被
害
状
況
が
次
第
に
明
ら
か
と
な
り
、
尋
常
な
ら
ざ
る
事
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
が
、
地
震
が
発
生
し

て
一
ヶ
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
神
嘗
祭
は
予
定
ど
お
り
執
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
神
事
を
従
前
と
か
わ
ら
ず
に
執
り
行
う
と
い
う

こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
事
例
だ
と
も
い
え
よ
う
。

＠＠o
青
魚
長
官
引
付
五
七
（
『
三
重
県
史
資
料
編
中
世
1
（
上
二
）
。

高
橋
隆
三
編
魍
実
隆
公
記
㎞
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
。

竹
内
理
三
編
㎎
後
法
興
院
記
幽
〈
続
史
料
大
成
〉
（
臨
川
書
店
）
。

④
『
吾
妻
鏡
㎞
建
久
二
年
三
月
六
日
条
な
ど
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
湯
浅
吉

　
美
「
『
吾
妻
鏡
紬
に
見
る
地
震
記
事
を
め
ぐ
っ
て
一
鎌
倉
武
士
の
地
震
観
1
」

　
（
隅
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
（
人
間
学
部
篇
）
』
八
、
二
〇
〇
八
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
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い
る
。

⑤
守
朝
長
官
引
付
六
六
（
『
三
重
県
史
資
料
編
中
世
1
（
上
）
』
）
。

⑥
守
朝
長
官
引
付
六
七
（
『
三
重
県
史
資
料
相
中
世
1
（
上
）
』
）
。

⑦
『
氏
経
卿
5
1
付
加
（
胃
二
重
県
史
資
料
編
中
世
1
（
上
）
』
）
に
は
以
下
の
文
書
を
載

　
せ
る
。

　
伝
奏
町
資
広
奉
書

　
　
　
彗
星
出
現
事
、
為
　
公
武
御
祈
、
自
用
二
日
至
来
月
五
日
、
凝
懇
念
、
可
奉

　
　
　
祈
天
下
安
寧
・
聖
運
長
久
之
由
、
可
被
下
知
両
宮
之
由
、
被
仰
下
候
也
、

　
　
　
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
九
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判

　
　
　
　
祭
主
二
位
殿

内
宮
解

　
　
皇
太
神
宮
神
主

　
　
　
依
御
教
書
注
進
、
彗
星
出
現
、
　
公
武
御
祈
薦
致
精
誠
問
事

　
　
右
去
月
十
六
日
御
教
書
儒
、
同
十
八
日
祭
主
下
知
侮
、
同
廿
一
日
宮
司
告
状

　
　
儒
、
彗
星
出
現
事
、
為
公
武
御
祈
、
自
来
廿
里
日
鋼
来
月
五
日
、
凝
懇
念
可

　
　
奉
祈
天
下
安
寧
・
聖
運
長
久
之
由
事
、
謹
所
請
如
件
者
、
導
燈
仰
下
之
留
、

　
　
凝
御
祈
藩
丹
誠
、
今
月
五
日
奉
遂
結
願
者
也
、
傍
注
進
如
件
、
風
解
、

　
　
　
　
応
仁
二
年
十
月
五
日
　
　
　
　
　
大
内
人
正
六
位
上
荒
木
田
神
主
定
治

　
　
祢
臣
従
四
位
上
荒
木
田
神
主
氏
経

　
　
　
　
（
十
人
加
署
）

　
ま
た
、
東
寺
に
対
す
る
祈
禧
命
令
は
『
見
聞
雑
認
』
（
『
歴
代
残
閾
日
記
』
八
十

　
四
）
に
見
え
る
（
『
大
日
本
史
料
』
八
－
二
、
応
仁
二
年
九
月
十
六
日
条
）
。

⑧
　
『
文
明
年
中
内
宮
引
付
』
（
『
三
重
県
史
資
料
編
中
世
1
（
上
二
）
、
㎎
親
長
卿
記
』

　
文
明
六
年
二
月
十
一
日
条
、
㎎
東
院
年
中
行
事
記
』
文
明
六
年
二
月
十
六
日
条

　
（
『
大
日
本
史
料
』
八
－
七
、
文
明
六
年
二
月
八
日
条
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
九
世
紀
に
怪
異
の
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て
以
降
、
室
町
時
代
に
至
る
ま
で
、
伊
勢
神
宮
で
は
境
内
の
木
が
倒
れ
た
り
、
社
殿
の
千
木
が
折

れ
た
り
屋
根
が
山
型
落
し
た
り
す
る
と
、
そ
れ
は
怪
異
と
み
な
さ
れ
て
朝
廷
に
報
告
さ
れ
た
。
そ
し
て
朝
廷
で
は
軒
廊
御
ト
を
行
い
、
怪
異
の
原

因
が
追
及
さ
れ
て
対
応
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
怪
異
の
占
断
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、
「
神
事
違
例
、
繊
弱
不
浄
」
と
い
う
結
果
が
出
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
が
多
く
、
そ
れ
に
よ
り
神
社
へ
の
奉
幣
や
社
殿
の
造
替
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
神
社
に
お
い
て
は
清
浄
が
重
視
さ
れ
、
繊
が
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
た
。
『
類
聚
三
代
格
蜘
に
は
以
下
の
聖
武
天
皇
に
よ
る
詔
を
載
せ
る
。

　
　
詔
。
擾
レ
災
招
レ
福
。
必
薦
二
幽
冥
吻
敬
レ
神
尊
レ
仏
。
清
浄
為
レ
先
。
今
聞
。
諸
国
神
祇
社
内
。
多
有
三
職
臭
論
纂
　
雑
書
幻
敬
神
呪
礼
。
堂
如
レ
藤
野
。
宜
下
国
司

　
　
長
宮
自
執
二
幣
吊
叩
慎
致
二
清
掃
｝
常
為
中
歳
事
畑
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神
亀
二
年
七
月
廿
日

　
こ
の
詔
は
『
続
日
本
紀
』
神
亀
二
年
（
七
二
五
）
七
月
戊
戌
（
＋
七
日
）
条
に
も
ほ
ぼ
同
文
を
載
せ
る
。
『
類
聚
三
代
格
』
の
詔
は
「
敬
神
尊

仏
」
の
た
め
に
清
浄
第
一
で
あ
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
記
述
は
神
社
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
詔
は
神
社
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

出
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
一
方
『
続
日
本
紀
輪
で
は
「
慎
致
清
掃
常
為
歳
事
」
の
後
に
、
「
又
諸
寺
院
限
、
勃
加
二
掃
浄
↓
冊
令
蕊
僧
尼
読
二
金

光
明
経
⑩
若
無
二
此
経
　
者
、
便
転
二
最
勝
王
経
↓
令
二
国
家
平
安
一
也
」
の
文
言
が
付
け
加
わ
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
寺
院
に
関
す
る
詔
だ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
言
え
る
。
寺
院
の
場
合
も
清
浄
が
求
め
ら
れ
、
総
々
に
は
「
浄
人
」
が
い
て
清
掃
に
当
た
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
そ
し
て
『
御
成
敗
式
目
』
の
最
初
の
条
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
　
～
、
可
下
修
二
理
神
社
一
専
申
祭
祀
上
事

　
　
右
神
者
依
二
人
之
敬
｝
増
レ
威
、
人
者
依
二
神
之
徳
｝
添
レ
運
、
然
則
恒
例
之
祭
祀
不
レ
致
二
陵
夷
【
如
在
之
礼
奨
勿
レ
令
二
怠
慢
↓

「
神
は
人
の
敬
い
に
よ
っ
て
威
を
増
し
、
人
は
神
の
徳
に
よ
っ
て
運
を
添
う
」
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
神
を
清
浄
に
保
ち
、
祭
祀
を
滞
り
な
く

行
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
神
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
国
家
に
と
っ
て
も
重
大
な
事
項
で
あ
っ
た
。
神
社
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
社

殿
が
整
っ
て
い
て
清
浄
な
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
祭
祀
が
決
め
ら
れ
た
と
お
り
に
挙
行
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
怪
異
・
災

害
と
遷
宮
は
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
十
七
世
紀
以
降
に
な
る
と
伊
勢
神
宮
で
の
怪
異
は
急
減
し
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
仮
殿
遷
宮
も
減
少
す
る
。
そ
れ
は
も
は
や
神
宮
で
発
生
し
て

い
た
「
怪
異
」
が
「
怪
異
」
と
し
て
の
意
味
を
な
さ
な
く
な
り
、
朝
廷
や
幕
府
に
お
い
て
怪
異
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
る
。

　
中
世
社
会
に
お
い
て
は
、
災
害
は
単
な
る
自
然
現
象
で
は
な
く
、
カ
ミ
の
意
思
の
あ
わ
わ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
災
害
の
鎮
ま
る
こ
と
を

カ
ミ
に
祈
っ
た
。
ま
た
、
神
社
と
り
わ
け
伊
勢
神
宮
で
発
生
す
る
社
殿
倒
壊
な
ど
の
災
害
は
怪
異
と
し
て
認
識
さ
れ
、
カ
ミ
の
意
思
が
軒
廊
御

ト
に
よ
っ
て
占
断
さ
れ
、
奉
幣
や
社
殿
造
替
な
ど
の
対
応
が
と
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
自
然
現
象
の
背
後
に
カ
ミ
を
感
じ
る
中
世
人
の
あ
り
方
は
、
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「
科
学
」
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
解
釈
し
統
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
「
迷
信
的
」
で
「
遅
れ
た
」
考
え
方
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
考
え
に
よ
っ
て
自
然
が
維
持
さ
れ
、
調
和
が
保
た
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
人
間
自
身
が
作
り
だ
し
た
原
子
力

発
電
所
や
兵
器
と
い
っ
た
「
科
学
」
に
よ
っ
て
逆
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
現
状
を
鑑
み
れ
ば
、
カ
ミ
と
共
存
し
て
い
た
中
世
人
を
笑
う
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
A
エ
度
自
分
た
ち
の
足
下
を
見
据
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
①
山
田
雄
司
「
怪
異
と
機
と
の
間
i
寛
喜
二
年
石
清
水
八
幡
窟
落
骨
事
件
　
　

　
九
九
〇
年
。

　
　
一
」
（
東
ア
ジ
ア
粧
異
学
三
編
『
怪
異
学
の
技
法
暁
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
。
　
④
欄
続
日
本
紀
㎞
天
平
十
七
年
五
月
甲
子
（
七
日
）
条
。

　
②
明
新
訂
増
補
国
史
大
系
睡
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
佐
藤
進
丁
池
内
義
資
編
明
中
世
法
制
史
料
半
国
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
睡
（
岩

　
③
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
欄
続
日
本
紀
㎞
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
岩
波
書
店
、
　
　
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
重
大
学
人
文
学
部
教
授
）
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that　the　Nanajunoto　（Seven－storey　pagoda）　of　the　Mutsu　Provincial

Monastery　was　destroyed　by　the　massive　869　U6gan　11）　Mutsu　Earthquake．

　　It　can　be　assumed　that　the　Mutsu　Provincial　Monastery　and　the　Mutsu

Provincial　NuBRery　were　reconstructed　through　the　cooperation　of　rnany

gu2iji　（distrlct　managers）　in　Mutsu　Province，　as　they　had　been　at　the　time　of

their　fouRding．　And　this　manner　differed　from　the　reconstruction　of

structures　at　the　Tagaj6　Fort　Site

　　As　a　result　of　the　Great　East　Japan　Earthqualge，　study　of　the　Great　Mutsu

Earthquake　and　Tsunami　of　J6gan　11　〈869）　began　to　be　fully　advanced　iR

various　fields．　To　discover　the　reality　of　the　Great　Mutsu　Earthquake　and

Tsunami　of　J6gan　11　（869），　interdisciplinary　research　in　a　variety　of　closely

related　fields’archeology，　ancieRt　hlstory，　seismology，　geomorphology　and

tsunami　engineeringrare　needed．　To　perform　this　task，　it　is　necessary　to

discover　the　reality　of　the　Great　Mutsu　Earthquake　and　Tsunami　of　J6gan　11

（869）　in　each　area　of　study　at　the　outset．　This　paper　is　one　attempt　in

preparation　for　such　interdisciplinary　collaborative　research．

Muromachi－period　Disasters　and　lse　Jinga

by

YAMADA　Yaji

　　At　lse　JingU，　a　mausoleum　（so－byo一）　of　the　imperial　progenitor，　prayers　were

conducted　whenever　orders　for　such　prayers，　which　had　been　issued　by　the

court　or　the　ろ盈励，　were　received．　The　orders　were　issued　by　the

authorities　whenever　disasters　or　uncanny　events　occurred　somewhere　ln

Japan．　From　the　time　2n　the　9th　century，　when　the　national　policy　for

responding　to　uncanny　even£s　was　established，　until　the　Muromachi　period，

when　mysterious　phenomena　would　occur　at　lse　Jinga－trees　wlthin　the

precincts　would　topple，　or　the　roof　of　the　main　shrine　building　would　be

smashed　by　falling　trees；　these　would　be　deemed　uncanny　events　and

reported　to　the　imperiai　court．　The　court　would　then　investiga£e　for

precedents，　have　officials　of　the　Jingikan　（Office　for　Worship　of　Native

Divinities）　and　the　Onmy6ry6　（Bureau　of　the　Yiflg－Yang　Practitioners）
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conduct　divinations，　called　Konr6　no　miura，　to　determine　the　cattse，　and

report　on　possible　evil　omens　of　future　reoccurrences．　Then，　on　the　bases　of

these　reports，　high－ranking　nobles　would　conduct　exorcisms　in　an　attempt　to

cope　with　these　uncanny　events．　When　the　Konr6　no　miura　divinations　were

rendered，　the　result　was　often　“a　violation　of　the　Rative　kami；　an　impure

pollution，”　and　in　response　offerings　to　the　shrine　or　repairs　of　the　main

shrine　bui｝ding　would　be　carried　out．　Uncanny　events　were　thought　to　be

representation　of　the　kami’s　intent，　i．　e．　the　divine　wil｝，　and　throughoRt

medieval　society，　the　state　attempted　to　prevent　crises　before　they　arose　by

interpreting　these　signs．

　　Medieval　Japan　was　a　div1ne　country，　and　as　was　recorded　in　the　Go

seibai　shikimoku　legal　codes，　it　was　thougkt　that，　“the　authority　of　the　kami

was　increased　by　the　respect　of　the　people，　and　the　fortune　of　the　people

was　multiplied　by　the　vlrtue　of　the　kami．”　Thus　it　was　a　particularly

important　task　to　preserve　the　purity　of　the　shrine　and　have　rites　conducted

continuously．　By　maintaining　the　shrine　1n　good　condition　and　preserving　its

purity，　the　kami　could　exercise　its　power，　pollution　could　be　avoided，　and　if

by　chance　one　were　to　become　polluted，　the　polluted　location　would　be

excised，　and　the　grave　response　of　ceasing　rites　could　be　carried　out．

　　Because　it　was　thought　divine　authority　was　reduced　when　uncanny

events　and　disasters　occurred　or　the　main　shrine　building　was　damaged，　it

was　necessary　to　repair　and　rebuild　the　main　shrine　building　and　keep　it　in

a　pure　state．　The　maiR　shrine　building　at　lse　Jinga　was　completely　rebuilt

and　transferred　（senga）　“once　every　twenty　years”　（shikinen）　as　a　national

project，　but　if　the　main　shrine　building　was　damaged　ln　the　interim，　the

divine　spirit　was　transferred　to　a　temporary　shrine，　and　when　the　main

shrine　building　was　repaired，　the　divine　spirit　was　returned．　Thus　a

temporary－shrine　transfer　was　employed　as　a　measure　to　cope　with　the

problem．　The　appearance　of　frequent　use　of　temporary－shrine　transfers　in

the　medieval　period　was　not　due　to　a　rise　in　seRse　of　reverence，　nor　more

frequent　disasters，　nor　a　decline　in　the　level　of　technical　skills　needed　to

transfer　the　shrine，　nor　the　impossibility　of　obtaining　suitable　materials，　but

was　most　likely　due　instead　to　an　increasing　consciousness　of　the　uncanny

aitd　of　pollution　as　wel｝　as　a　rising　consciousness　of　the　necessity　of

preserving　the　purity　of　the　shrine　precincts　and　rriaintaiRing　the　shrine

itself　in　a　proper　state．

　　Comparing　the　number　of　uncanny　events　that　occurred　at　lse　Jinga　with

the　number　at　other　shrines，　it　is　clear　that　the　number　at　lse，　along　with
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that　of　such　eveRts　at　lwashimizu　Hachimange，　was　particularly　high，　which

was　a　result　of　the　fact　that　the　two　shrines　were　soM“byo一，　mausoleums　for

imperial　ancestors，　who　protected　the　nation　Then，　a　special　characteristic

of　the　uncanny　events　at　lse　Jing8　was　that　damage　to　the　main　shrine

building　was　considered　an　uncanny　event　and　reported　to　the　state．　The

replacement　of　the　shrine　was　ultimately　the　responsibility　of　the　state，　and

it　differed　from　other　shrines　in　this　respect，　and　thus　damage　to　the　shrine

building　was　treated　as　an　ttncanny　event　and　immediately　reported　to　the

state．　However，　in　the　latter　half　of　the　Muromachi　period，　eveR　if　there　was

a　report　of　uncanny　events，　the　response　of　an　immediate　transfer　to　a

temporary　shrine　could　not　be　carried　out　due　to　the　paucity　of　state　funds．

　　1　have　clarified　above　that　disasters　were　not　natural　phenomena　but

divine　will　during　t｝ie　medieval　period，　and　that　it　was　though　necessary　to

fathom　the　divine　intentions　in　order　to　placate　tkem　and　prevent　additional

crises．　Further，　1　surmise　that　as　lse　Jingti　was　a　core　institution　capable　of

detecting　uncanny　events　of　national　consequence，　in　tke　case　of　damage　to

the　main　shriRe　building，　there　was　a　need　to　maiRtain　the　shrine　in　proper

condition　by　employing　a　eemporary－shrine　transfer　as　was　used　in　the

regular　shikinen　sengzZ．

The　London　Earthquake　and　Divine　Punishment

by

KuSUNOKI　Yoshihiko

　　On　April　6，　1580　a　great　earthquake　occurred　at　lat．　51．06eO　N．　and　long．

1．60000　E．，　which　is　located　in　the　Strait　of　Dover　where　a　number　of

powerful　earthquakes　struck　This　earthquake　is　quite　famous　aRd　usually

called　the　London　Earthquake．　lts　intensity　was　estimated　at　a　magnitude　of

5．8　with　a　depth　of　22km　in　the　UK　Historical　Earthquake　Database　of　the

BGS．　lt　shook　the　British　lsles　and　the　continental　Europe．

　　The　definition　of　‘disaster’　in　the　sixteenth　century　meant　‘an　unfavourable

aspect　of　a　star　or　planet’　in　English，　not　a　calamlty　（OED）．　The　meaning　of

calamity　as　disaster　appeared　in　the　later　Elizabethan　Age，　but　in　th2s　case

it　meant　a　misfortune　associated　with　an　ominous　aspect　of　the　stars．　The
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